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資料 ２ 
令和元年度 第１回 

千葉市入札適正化・苦情検討委員会 



令 和 元 年 度 の 入 札 ・ 契 約 制 度 の 改 正 

 

 

１ 建設工事の工期における余裕期間制度の試行について（平成 31年 4月 1日から） 

平成２８年度に国土交通省が発出した「余裕期間制度の活用について」を参考に、現状の制度運用

を改善し、入札不調対策を推し進めるものである。 

  ※「余裕期間」： 契約期間内であるが、工期外であるため、受注者は監理技術者等の配置が不要 

であり、工事に着手してはならない期間である。 

工事着手以外の工事のための準備は、受注者の裁量で行うことが出来る。 

（１）実施方法 

 現 行 改正案 

対象者 現場代理人と監理技術者等 現場代理人と監理技術者等 

対象工事 建築工事とその付帯工事（電気、管） 建設工事 

内容の範囲 ・工事着手日まで、現場代理人と監理技

術者等は工事の「兼任」が可能 

 

・対象範囲の設定無し 

・実工期の設定無し 

・契約書類等の取扱いの設定無し 

・工事着手日まで、現場代理人と監

理技術者等は工事に配置すること

を要しない 

・対象範囲の設定（３か月以内） 

・契約工期と実工期を別に設定 

・契約書類等の取扱いを設定 

 

   

２ 低入札調査における再度入札の取扱変更について（平成 31年 4月 1日から） 

平成３１年１月から、コンプライアンス推進のために総合評価の技術提案資料及び入札書の提出締切日

を同日としたところであるが、これに伴い開札までの日程が従前より１週間延びることとなった。 

これにより、入札不調になった場合、再度発注とすると落札決定まで３か月以上の期間を要することと

なり、事業スケジュールへの影響が想定される。このため、低入札調査を行った案件についても再度入札

を実施し、落札決定の機会を増やす。 

 

（１）実施方法 

事務執行の生産性向上を考え、低入札調査を行った案件も再度入札を実施することとし、電子入札

約款を以下のとおり改正した。 

 

電子入札約款 

現 行 改 正 案 

第１条～第１２条 略 

 

（再度入札） 

第１３条  

 １～３ 略 

４ 低入札価格調査の対象となった入札に

おいては、再度入札は行わない。ただし、

当該調査が価格失格基準を下回る入札のみ

の場合は、この限りでない。 

第１条～第１２条 略 

 

（再度入札） 

第１３条  

 １～３ 略 

４ 低入札価格調査の対象となった入札に

おいては、調査した結果、調査対象者を落

札者としない場合であって、予定価格の範

囲内の価格の入札がないときは再度入札を

行う。当該調査が価格失格基準を下回る入

札のみの場合も、同様とする。 



３ 細分化事務取扱の変更について（平成 31年 4月 1日から） 
本事務取扱について、現状における入札制度と不一致である部分や、明文化されていないものが確

認されたため、改正する。 

（１）実施方法 
地域要件の細分化に関する事務取扱を以下のとおり改正する。 

 

地域要件の細分化に関する事務取扱 

現 行 改 正 案 
（対象工事） 
第２条 この事務取扱の対象となる建設工事
（以下「対象工事」という。）は、設計金額   
２５０万円超３，０００万円未満の土木一式工
事及び設計金額２５０万円超１，５００万円未
満の舗装工事のうち、次のいずれかの工種を含
むものとする。 
 ただし、高い技術力又は高い施工管理能力が
必要である建設工事は、除くものとする。 
（１）～（３） 略 
２ 略 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 略 

（対象工事） 
第２条 この事務取扱の対象となる建設工事
（以下「対象工事」という。）は、設計金額   
２５０万円超３，０００万円未満の土木一式工
事及び設計金額２５０万円超２，０００万円未
満の舗装工事のうち、次のいずれかの工種を含
むものとする。 
  
 
（１）～（３） 略 
２  略 
３ 第１項各号に該当する建設工事であって
も、次に該当する場合は対象外とする。 
（１）高い技術力又は高い施工管理能力が必要
である建設工事 
（２）総合評価落札方式で発注をする建設工事 
（３）平準化対象工事として発注をする建設工
事 
 
第３条 略 

 

４ 解体工事業の新設に伴う要綱等の変更について（平成 31年 4月 1日から） 
建設業法の一部改正に伴い、平成２８年６月１日に建設業の許可に係る業種区分として「解体工事

業」が新設された。これまでは、とび・土工工事業の許可で工作物の解体工事を営むことができてい
たが、平成３１年６月１日以降は、解体工事業の許可がなければ解体工事を営むことができない。 
そのため、本市では、平成３０年１０月１日に平成３１年度以降発注の解体工事については業種を

「解体」で発注すると公表しているが、これにともない下記関係規定を改正する。 
 
【改正する要綱等】 
（ア）千葉市特定建設工事共同企業体要綱（以下「ＪＶ要綱」） 
（イ）千葉市建設工事等入札参加資格設定に関する事務取扱（以下「事務取扱」） 
（ウ）専門業者育成のための入札制度の試行に関する事務取扱（以下「専門工種の事務取扱」） 

 
（１）ＪＶ要綱の改正について 

解体工事のＪＶ発注基準額を設定する。 
平成２５年度より設計金額が１億円以上の解体工事はＪＶによる共同施工方式として発注を行
っているため、引き続き本基準を採用することとし、解体工事のＪＶ発注基準額として定める。 
技術的難易度の高い工事については、１０億円とする。 

【参考】解体工事の金額規模による発注件数（平成２２年度以降） 

 

 

発注件数
年度 １億円未満 １億円以上～２億円未満 ２億円以上

平成２２年度 6 1 0

平成２３年度 4 1 0

平成２４年度 6(3) 0 0

平成２５年度 2 1 1

平成２６年度 8(2) 0 0

平成２７年度 15 0 4(1)

平成２８年度 3 0 0

平成２９年度 5 0 1

平成３０年度 7(1) 0 4(2)

()内は不調件数

着色部はＪＶ発注



千葉市特定建設工事共同企業体要綱 

現 行 改 正 案 

（対象工事の種類及び規模） 

第３条 共同企業体に発注することができる工

事（以下「対象工事」という。）は、次に掲げる

工事であって、技術的難度の高い工事とする。 

（１）設計金額が１５億円以上の土木工事及び

舗装工事 

（２）設計金額が２０億円以上の建築工事 

（３）設計金額が１０億円以上の電気工事及び

管工事 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第２項に規

定する共同企業体の対象工事は、次に掲げる工

事とすることができるものとする。 

（１）設計金額が２億円以上の土木工事 

（２）設計金額が２億円以上の舗装工事 

（３）設計金額が５億円以上の建築工事 

（４）設計金額が１億円以上の電気工事及び管

工事 

３ 前２項に掲げるもののほか、工事の内容及

び技術的特性等を総合的に勘案し、共同企業体

による施工が特に必要と認められるものについ

ては、共同企業体により施工することができる

ものとする。 

（対象工事の種類及び規模） 

第３条 共同企業体に発注することができる工

事（以下「対象工事」という。）は、次に掲げる

工事であって、技術的難度の高い工事とする。 

（１）設計金額が１５億円以上の土木工事及び

舗装工事 

（２）設計金額が２０億円以上の建築工事 

（３）設計金額が１０億円以上の電気工事、管

工事及び解体工事 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第２項に規

定する共同企業体の対象工事は、次に掲げる工

事とすることができるものとする。 

（１）設計金額が２億円以上の土木工事及び舗

装工事 

（２）設計金額が５億円以上の建築工事 

（３）設計金額が１億円以上の電気工事、管工

事及び解体工事 

３ 前２項に掲げるもののほか、工事の内容及

び技術的特性等を総合的に勘案し、共同企業体

による施工が特に必要と認められるものについ

ては、共同企業体により施工することができる

ものとする。 

 

（２）事務取扱について 

ＪＶによる場合の経営事項審査の総合評定値（Ｐ点）を設定する。 

設定にあたっては、品質確保の観点から、総合評定値の下位同士での結成を避けるとともに、結

成可能な企業体数を最多とするため、代表構成員の資格を有する業者数が、市内業者の概ね２分の

１以上になるよう設定することとしており、８００点とする。 

 

工事種別 総合評定値（Ｐ点） 

建築 ９００点 

土木・電気・管 ８５０点 

解体 ８００点 

舗装 ７５０点 

上記以外の工事又は 

上記の設定で不都合が生じる工事 
必要に応じ、個別に設定する 

 

 

 

 

 

 

 



（３）専門工種の事務取扱について 

専門工種の事務取扱から、解体業種を削除する。 

   これまで、対象工事に解体を含めていたが、解体が業種として独立することから、本取扱いから

除外する。 

 

専門業者育成のための入札制度の試行に関する事務取扱 

現 行 改 正 案 

（対象工事） 

第２条 この事務取扱の対象となる建設工事

（以下「対象工事」という。）は、設計金額   

２５０万円超１，０００万円以下のとび・土工・

コンクリート工事のうち、次のいずれかの工種

とする。 

 ただし、高い技術力又は高い施工管理能力が

必要である建設工事は、除くものとし、また、

競争性が確保できない工種も除くものとする。 

（１）交通安全施設等設置工事 

（２）造成工事 

（３）フェンス工事 

（４）橋梁補修工事 

（５）解体工事 

２ 工種が混在する建設工事においては、直接

工事費に占める割合が最大の工種を選択し、前

項に該当する場合は、対象工事とする。 

（対象工事） 

第２条 この事務取扱の対象となる建設工事

（以下「対象工事」という。）は、設計金額   

２５０万円超１，０００万円以下のとび・土工・

コンクリート工事のうち、次のいずれかの工種

とする。 

 ただし、高い技術力又は高い施工管理能力が

必要である建設工事は、除くものとし、また、

競争性が確保できない工種も除くものとする。 

（１）交通安全施設等設置工事 

（２）造成工事 

（３）フェンス工事 

（４）橋梁補修工事 

 

２ 工種が混在する建設工事においては、直接

工事費に占める割合が最大の工種を選択し、前

項に該当する場合は、対象工事とする。 

 

 

 

 

５ 平準化におけるくじ引き落札制限について（平成 31年 4月 1日から） 

公共工事等の発注・施工時期等の平準化については、平成２６年度から債務負担行為の活用による

前倒し発注の取り組みが行われているが、市内事業者の受注機会の確保に配慮し、「平準化における

くじ引き落札制限に関する事務取扱」を定め、平成２８年度から試行導入した。 

試行の結果、本制度が一定の効果を上げていることから、本格導入する。 

 

（１）実施方法 

本制度の試行を終了し、本格実施とする。 

 

 

 

 

 

 

以上 



様式第４号

市内 準市内 市外

1 虚偽記載 0 0 0 0

2 過失による粗雑工事 1 0 0 1

3 契約違反 3 0 0 3

4 公衆損害事故 1 0 0 1

5 工事関係者事故 1 0 0 1

6 工事成績不良 0 0 0 0

7 経営不振 0 1 0 1

8 贈賄 0 1 0 1

9 独占禁止法違反行為 0 6 0 6

10 談合及び競売入札妨害 0 2 1 3

11 建設業法違反行為 0 0 1 1

12 不正又は不誠実な行為 2 4 2 8

合　計 8 14 4 26

※地区区分
　　・市内については、千葉市内に本店を有する者
　　・準市内については、千葉市内に支店・営業所を有する者
　　・市外については、千葉市内に本店・支店・営業所を有しない者

工事指名停止措置状況一覧表

措置要件 合　計
地区区分

 （期間　平成３０年４月１日～平成３1年３月３１日）
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